
京都市告示第   号 

 平成２５年４月１日京都市告示第２１号（平成２５年度京都市国民健康保険料率）の一

部を次のように改めます。 

  平成２５年６月５日 

京都市長 門川 大作   

 

１ 第１４条第１項に規定する保険料率（基礎賦課額） 

  世帯別平等割 

  ア イ及びウに掲げる世帯以外の世帯       １９，３３０円 

  イ 第１４条第１項第３号に規定する特定世帯    ９，６７０円 

  ウ 第１４条第１項第３号に規定する特定継続世帯 １４，５００円 

 

２ 第１４条の７第１項に規定する保険料率（後期高齢者支援金等賦課額） 

  世帯別平等割 

ア イ及びウに掲げる世帯以外の世帯         ６，０４０円 

  イ 第１４条の７第１項第３号に規定する特定世帯   ３，０２０円 

  ウ 第１４条の７第１項第３号に規定する特定継続世帯 ４，５３０円 

 

（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 

１６０


